
事業承継費用補助金交付要綱 

 

（総則）  

第１条 市内の優れた経営資源を持ちながら後継者問題等の課題を抱える市内の

中小企業の事業を継続させ、技術、サービス又は雇用の喪失を防ぐため、市内

の中小企業がその課題解決を目的とした事業を行う際に専門事業者に支払う費

用に対する補助金の交付については、補助金等交付規則（昭和 47 年横須賀市規

則第 33 号。以下「規則」という。）に定めがあるもののほか、この要綱の定め

るところによる。 

 

（用語の定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。  

（１）中小企業 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に規

定する中小企業者をいう。  

（２）倒産 企業が、次のいずれかに該当することをいう。  

ア 手形、小切手等の不渡り事故を６月以内に２回繰り返し、手形交換所の

取引停止処分を受けたとき。  

イ 会社法（平成 17 年法律第 86 号）に基づく特別清算開始の申立てが行わ

れたとき。  

ウ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て

が行われたとき。  

エ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立て

が行われたとき。  

オ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産の申立てが行われたと 

き。  

（３）専門事業者 税理士事務所、会計事務所、法律事務所、コンサルティング 

会社、Ｍ＆Ａ仲介業者等事業承継若しくはＭ＆Ａに関するコンサルティング 

又はマッチング支援等を業務として行う事業者をいう。  

（４）Ｍ＆Ａ 企業の既存経営資源を活用することを目的に企業や事業の経営権 

を移転する取引をいう。ただし、資本、資産等の取引を伴わない業務提携等 

は除く。  

 

 

 



（補助対象者）  

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助金交付対象者」とい 

う。）は、個人にあっては市内に事業所を置き、法人にあっては市内に本店を置 

く自社の事業承継又はＭ＆Ａ（買収する側を除く。）を実施しようとする中小企

業とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としな

い。  

（１）申請者と譲渡先企業の代表者が同一人物である者  

（２）市税を滞納している者  

（３）次に掲げる者でないこと。  

ア 個人にあっては、横須賀市暴力団排除条例（平成 24 年横須賀市条例第６ 

号。以下「条例」という。）第２条第３号に規定する暴力団員である者 

イ 法人にあっては、条例第２条第２号に規定する暴力団又は当該法人の役

員が同条第３号に規定する暴力団員である者  

 

（補助対象事業）  

第４条 補助金の交付対象となる事業は、事業承継等を目的として実施する次の

各号に掲げる事業であって、補助金等交付申請書の提出時点において原則とし

て完了していないものとする。  

（１）事業承継の戦略策定  

（２）Ｍ＆Ａの仲介委託等  

２ 前項の規定にかかわらず、当該事業について過去にこの要綱に規定する補助金

及び同様の趣旨の他の補助金等の交付を受けたものを除くものとする。  

 

（補助対象経費）  

第５条 補助の対象となる経費は、専門事業者に対し前条各号に掲げる業務を委

託するための国内外の経費のうち、次の各号に掲げるものとし、市長が定める

日までに完了する補助対象事業に係る経費とする。  

（１）事業承継の戦略策定に係る次に掲げる経費  

ア 初期診断  

イ 課題分析又はコンサルティング  

ウ 事業承継計画の作成  

エ 企業価値の算出  

（２）仲介又はマッチングの登録、着手等Ｍ＆Ａの仲介委託に係る経費  

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は、補助の対象としな 

い。  



（１）専門事業者に対する顧問料等  

（２）官公庁等の手続及び書類作成に係る費用、個別具体的な案件に関する訴 

訟又はトラブル対応に係る費用並びにＭ＆Ａ等の成立時に支払う成功報酬 

に係る費用  

 

（補助金額）  

第６条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費に

２分の１を乗じて得た額とし、当該補助金交付対象者につき 50 万円を限度とす

る。  

２ 前項の規定により算出した額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数

金額は切り捨てる。  

 

（補助金の交付申請）  

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、市長があらかじめ指定した期間内

に補助金等交付申請書を提出しなければならない。 

２ 規則第４条第３号に規定するその他参考となる書類は、次に掲げるものとす

る。この場合において、第４号に掲げる書類で補助金額を算出することができ

るときは、規則第４条第２号に掲げる書類は省略するものとする。  

（１）法人にあっては、役員の氏名、氏名のふりがな、住所、生年月日及び性 

別を記載したもの  

（２）法人でない団体及び個人事業主にあっては、代表者の氏名、氏名のふりが

な、住所、生年月日及び性別（以下この号において「氏名等」という。）を記

載した書類。ただし、補助金等交付申請書に氏名等の記載がある場合は、省

略することができる。  

（３）法人にあっては法人の登記事項証明書、個人事業主にあっては、所得税に

係る個人事業の開業届出書の写し  

（４）見積書の写し  

（５）市税の納付を証する書類。ただし、補助金を受けようとする者が、市長が 

市税の納付状況について調査することに同意している場合は、省略すること

ができる。  

（６）その他市長が必要と認める書類  

３ 規則第６条第１項に規定する申請書には、変更後の事業計画書及び見積書を 

添付するものとする。  

 

 



（実績報告）  

第８条 規則第 10 条に規定する市長の定める書類は、次に掲げるものとする。  

（１）事業承継又はＭ＆Ａ実施を証する書類  

（２）領収書の写し  

（３）第４条第２号に掲げる事業の場合は、契約書の写し  

（４）その他市長が必要と認める書類  

 

（取組状況報告）  

第９条 第４条第２号に掲げる事業において助成を受けた場合は、当該助成を受

けた日の属する年度末までの取組状況を証する書類を市長が定める日までに提

出しなければならない。  

 

（交付決定の取消し又は助成金の返還）  

第 10 条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき 

は、当該補助の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

（１）補助の対象となる事業の完了前に事業所を市外に移転したとき。  

（２）補助金の交付前に倒産したとき。  

 

（その他）  

第 11 条 この要綱の施行に必要な事項は、経済部長が定める。  

附 則 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、令和７年 12 月１日から施行する。 


